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説

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

｢

捕
屬｣

と

｢

捕
屬
人｣

を
中
心
に

梁

敏

玲

は

じ

め

に

明
清
時
代
に
お
け
る
城
郭
都
市
の
行
政
を
研
究
す
る
場
合
、
都
市
に
駐
在
す
る
知
県

(

な
い
し
州
・
庁
の
長
官)

の
管
轄
す
る
行
政
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い

(

１)

。
一
方
で
、
前
近
代
中
国
の
都
市
が
農
村
と
区
別
さ
れ
る
独
自
の
行
政
区
画
を
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と

も
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
知
県
は
、
農
村
部
を
含
む
県
全
域
を
管
轄
区
域
と
し
て
お
り
、
専
ら
都
市
部
の
み
を
管
轄
す
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
明
代
後
期
以
降
、
都
市
規
模
の
膨
張
、
人
口
密
度
の
増
加
等
、
都
市
独
自
の
問
題
が
発
生
す
る
中
で
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
対
処
す
べ
く
、
行
政
区
画
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
清
代
の
都
市
行
政
を
理
解
す

る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
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｢
城
廂
住
民｣

等
の
呼
称
が
公
文
書
に
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
清
朝
は
管
轄
対
象
と
し
て
の
城
廂
・
農
村

の
差
異
に
つ
い
て
あ
る
程
度
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
認
識
は
多
く
の
王
朝
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、｢

坊
廂｣

(

都
市
に
お
い
て
街
路

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
画)

に
基
づ
く
明
代
の
都
市
徭
役
は
、
江
南
を
は
じ
め
と
す
る
沿
海
部
の
諸
都
市
で
は
賦
役
改
革
後
の
清
代
初
期

に
ほ
ぼ
消
滅
し
た

(
２)

。
清
代
に
お
い
て
、
保
甲
制
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
行
政
の
面
で

｢

城
廂
住
民｣

が
具

体
的
に
如
何
に
管
理
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。

清
代
の
都
市
行
政
が
注
目
を
集
め
た
の
は
、
清
末
新
政
が
行
わ
れ
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
一
〇
年
間
で
あ
る
。
巡
警
創
設
を
は
じ
め
、

都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
行
政
分
野
を
担
当
す
る
機
関
が
作
ら
れ
、
都
市
行
政
が
大
き
く
変
容
し
た

(

３)

。
ま
た
、
そ
の
後
の

『

城
鎮
郷
地

方
自
治
章
程』

は
初
め
て
城
・
鎮
・
郷
を
区
画
し
、
府
州
県
の
城
廂
地
方
を
城
と
し
、
人
口
五
万
人
以
上
の
地
方
を
鎮
と
し
、
人
口
五

万
人
未
満
の
地
方
を
郷
と
し
た

(

４)

。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
確
か
に
大
き
か
っ
た
が
、『

城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程』

に
お
い
て
区
域
画
定
基

準
は
地
方
の
有
す
る

｢

固
有
の
境
界｣

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
清
末
以
前
に
、
城
・
郷
間
の
境
界
線
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
、
城
区
画
定
に
際
し
城
・
郷
が
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
有
利
な

｢

固
有
の
境
界｣

を
主
張
し
た
江
蘇
蘇
属
の
若
干
の
地
域

の
事
例
か
ら
見
れ
ば

(

５)

、
そ
の
境
界
線
は
多
様
か
つ
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
都
市
が
独
自
の
行
政
区
画
を
な
し
て
い
な
か
っ
た

本
来
の
制
度
の
中
で
城
郭
外
の
市
街
で
あ
る
廂
が
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
の
必
然
的
結
果
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
境
界
線
が

ど
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
形
成
さ
れ
た
の
か
は
、
検
討
に
値
す
る
課
題
で
あ
る
。

一
方
、
近
年
、
清
代
に
お
け
る
府
庁
州
県
官
を
補
佐
す
る
佐
雑
官

(

例
え
ば
、
県
で
は
佐
弍
官
の
県
丞
や
主
簿
、
首
領
官
の
典
史
、
雑
職
の

巡
検)

の
役
割
を
再
考
し
、
佐
雑
官
が
管
轄
区
域

(

特
に
市
鎮)

を
有
し
、
治
安
維
持
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
徴
税
・
司
法
に
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至
る
ま
で
、
地
方
行
政
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
論
文
が
、
多
数
見
ら
れ
る

(

６)

。
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
が
州
県
の
下
に
新

し
い
下
位
区
画
を
な
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
疑
問
の
余
地
が
あ
る
が

(

７)

、
佐
雑
官
の
大
量
移
駐
及
び
そ
の
管
轄
区
域
の
存
在

は
確
か
に
清
代
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
城
廂
部
・
農
村
部
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
に
な
っ

て
ゆ
く
傾
向
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
江
南
の
一
部
の
地
域
に
お
い
て
、
県
城
で
県
の
監
獄
管
理
の
職
務
を
務
め
た
典
史
が
、
城
廂
部
、

あ
る
い
は
城
廂
部
と
一
部
の
農
村
地
域
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
城
・
郷
間
の
一
つ
の
境
界
線
と
見
な
さ
れ
た
例
も
あ
る

(

８)

。

本
稿
は
、
広
東
省
の
行
政
中
心
地
で
あ
る
広
州
を
取
り
上
げ
、
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
か
ら
都
市
的
行
政
区
画
の
形
成
過
程
を
整
理
し
、

考
察
を
行
っ
て
い
く
。
広
州
を
扱
う
理
由
は
、
全
国
的
に
言
え
ば
、
広
州
の
位
置
す
る
広
東
省
、
特
に
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
佐
雑
官

の
数
が
最
も
多
く
、
管
轄
区
域
が
最
も
明
確
に
定
め
ら
れ
た
こ
と

(

９)

、
ま
た
対
外
貿
易
港
及
び
地
域
の
経
済
中
心
地
と
し
て
の
広
州
が
多

く
の

｢

城
廂
住
民｣

を
擁
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
佐
雑
官
の
管
轄
と
行
政
区
画
と
い
う
面
に
お
い
て
、
広
州
は
ほ
か
の
清
代
都

市
と
共
通
す
る
面
を
備
え
つ
つ
も
、
独
自
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

本
稿
の
手
掛
り
に
な
る
の
は
、
県
の
佐
雑
官
た
る
典
史
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

｢

捕
屬｣

に
関
連
す
る
記
載
で
あ
る
。｢

捕
屬｣

と

｢

捕
屬
人｣

は
、
一
九
世
紀
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
広
州
の
地
方
志
・
文
集
・
族
譜
・
新
聞
に
頻
出
し
た
用
語
で
あ
る
。
そ
の
用
語

の
背
後
に
あ
る
制
度
及
び
そ
の
変
化
を
探
り
、
周
り
の
農
村
部
の
管
轄
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
考
察
を
行
い
、
広
州
の
事
例
か
ら
清
代

都
市
の
行
政
運
営
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
清
代
広
州
の
城
廂
構
造
に
つ
き
、
こ
こ
で
概
説
し
て
お
く
。
清
代
の
都
市
広
州
は
、
城
で
あ
る
老
城
及
び
老
城
の
南
に
位
置

す
る
新
城
と
、
廂
で
あ
る
西
関
・
南
関
・
東
関
及
び
北
の
北
郊
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
南
・
西
門
外
の
南
関
・
西
関
は
珠
江
に
近
く
、
商

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

梁
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業
地
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
。
清
代
の
広
州
は
広
東
省
の
省
城
で
あ
る
と
と
も
に
、
広
州
府
の
府
城
で
あ
り
、
か
つ
南
海
県
と
番
禺
県

の
県
城
で
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
城
・
廂
は
西
の
南
海
県
と
東
の
番
禺
県
と
に
分
け
て
管
轄
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
大
量
の
緑
営
軍

が
治
安
維
持
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
八
旗
軍
が
老
城
の
西
半
部
に
駐
屯
し
て
い
た
が
、
旗

(

八
旗)

・
民

(

一
般
住
民)

は
分
け
て

管
理
さ
れ
て
い
た
た
め
、
本
稿
で
は
民
地
の
み
を
考
察
す
る
。

一
、
佐
雑
官
の
配
置
及
び
そ
の
管
轄

清
代
の
統
治
秩
序
が
比
較
的
安
定
し
て
い
た
雍
正

(

一
七
二
三
〜
三
五)

・
乾
隆

(

一
七
三
六
〜
九
五)

年
間
に
は
、
全
国
的
に
府
・
県

レ
ベ
ル
の
佐
雑
官
の
新
設
や
調
整
が
多
く
見
ら
れ
、
県
城
と
離
れ
た
交
通
要
路
や
商
業
市
鎮
に
佐
雑
官
を
派
遣
し
管
轄
さ
せ
る
方
法
が

普
及
し
た

(�)
。
広
州
に
お
い
て
も
、
雍
正
期
に
佐
雑
官
の
移
駐
が
行
わ
れ
た
。
雍
正
九
年

(

一
七
三
一)

、
広
州
府
の
佐
雑
官
た
る
督
糧
通

判
は
老
城
の
広
州
府
衙
門
の
西
か
ら
新
城
の
玉
子
巷
に
、
南
海
県
の
佐
雑
官
た
る
県
丞
は
老
城
内
の
南
海
県
衙
門
の
西
か
ら
西
関
の
楊

仁
里
に
移
さ
れ
た

(�)
。
布
政
使
王
士
俊
の
上
奏
文
に
よ
る
と
、
移
駐
の
理
由
は
新
城
と
西
関
の
文
官
不
足
で
あ
る
。
老
城
に
は
軍
隊
・
文

官
衙
門
が
多
く
配
置
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
新
城
に
は
軍
隊
た
る
広
州
城
守
協
の
ほ
か
文
官
と
し
て
は
海
関
監
督
し
か
配
置
さ
れ
ず
、

人
口
の
密
集
す
る
西
関
に
は
文
官
が
駐
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
老
城
城
門
の
鍵
は
八
旗
将
軍
に
管
理
さ
れ
て
い
た
た
め
、
城
門
が
閉
鎖

さ
れ
た
夜
間
に
老
城
外
で
火
事
が
起
こ
っ
て
も
、
老
城
内
の
文
官
が
す
ぐ
に
城
を
出
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
と
い
う

(�)

。
こ
こ
か
ら
、

佐
雑
官
の
駐
在
が
治
安
維
持
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
窺
え
る
。

一
方
、
市
鎮
へ
の
移
駐
の
場
合
と
同
様
、
佐
雑
官
が
一
定
区
域
を
管
轄
す
る
傾
向
は
、
城
郭
都
市
の
広
州
で
も
見
ら
れ
る
。
広
州
府
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督
糧
通
判
と
南
海
県
丞
は
専
ら
新
城
・
西
関
の
み
を
管
理
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新
城
・
西
関
の
夜
間
治
安
や
消
火

を
監
督
し
、
怠
れ
ば
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
巡
撫
の
鄂
弥
達
は
こ
の
方
法
に
つ
き
、
状
況
に
応
じ
た
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
と

評
価
し
て
い
る

(�)
。
番
禺
県
の
県
丞
も
同
様
に
、
状
況
に
応
じ
、
雍
正
年
間
に
城
内
か
ら
郷
村
に
移
さ
れ
、
乾
隆
四
十
六
年

(

一
七
八
一)

に
ま
た
新
城
内
の
東
横
街
に
戻
さ
れ
た

(�)
。

督
糧
通
判
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
が
、
南
海
県
県
丞
に
つ
い
て
は
、
夜
間
治
安
と
消
火
以
外
の
業
務
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
乾
隆
二
十
年

(

一
七
五
五)

四
月
、
南
海
県
知
県
は
県
丞
を
派
遣
し
、
緑
営
官
兵
と
共
に
西
関
の
貨

幣
私
鋳
者
を
捕
え
る
よ
う
に
命
じ
た

(�)
。
道
光
十
六
年

(

一
八
三
六)

、
西
関
の
地
保
は
街
で
刺
さ
れ
た
女
を
南
海
県
県
丞
の
衙
門
に
運
び
、

け
が
を
県
丞
に
検
査
さ
せ
た

(�)
。
城
壁
外
の
商
業
地
で
あ
る
西
関
は
、
徐
々
に
南
海
県
県
丞
の
管
轄
区
域
と
な
っ
て
い
っ
た
。

県
丞
の
ほ
か
、
典
史
も
知
県
の
重
要
な
佐
雑
官
で
あ
る
。
県
丞
は
状
況
に
対
応
し
て
移
駐
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
典
史

は
知
県
に
近
い
場
所
に
駐
在
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
南
海
県
の
典
史
は
知
県
衙
門
の
西
の
恵
福
巷
、
そ
の
後
仙
湖
街
に
駐
在
し
、
番

禺
県
の
典
史
は
大
塘
街
百
歳
坊
に
駐
在
し
て
い
た

(�)
。
二
箇
所
と
も
老
城
内
に
あ
っ
た
。

典
史
の
管
轄
範
囲
に
つ
い
て
は
、
雍
正
九
年
〜
雍
正
十
三
年

(

一
七
三
一
〜
三
五)

に
番
禺
県
知
県
を
務
め
た�
英
に
よ
る
説
明
が
あ

る
。�
英
は
、
番
禺
県
の
典
史
が
県
全
域
で
は
な
く
専
ら

｢
城
廂�
外
地
方｣

を
管
轄
す
る
の
に
対
し
、
各
巡
検
司
は

｢

四
處�
莊｣

を
管
轄
範
囲
と
し
て
い
る
た
め
、
巡
検
司
の
管
轄
地
域
で
事
件
が
起
こ
っ
た
際
に
、
典
史
を
巡
検
と
一
緒
に
処
罰
し
な
い
よ
う
に
建
言

し
た

(�)

。
こ
こ
で
、｢

城
廂�
外
地
方｣

は

｢

四
處�
莊｣

と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
典
史
は
県
の
監
獄
管
理
の
ほ
か
、｢

城
廂�
外｣

を
管

轄
区
域
と
し
、
犯
人
の
捜
査
や
逮
捕
を
職
務
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

梁
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廂
の
西
関
の
治
安
維
持
に
関
わ
る
南
海
県
丞
に
せ
よ
、｢

城
廂�
外｣

を
管
轄
す
る
番
禺
典
史
に
せ
よ
、
彼
ら
の
管
轄
区
域
は
一
定

程
度
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
本
来
の
制
度
上
で
は
県
の
下
に
行
政
区
画
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
都

市
規
模
の
膨
張
に
応
じ
、
地
方
行
政
に
お
け
る
柔
軟
な
調
整
が
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
知
県
が
直
接
に
関
与
す
る
こ
と

も
多
く

(�)
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
明
確
な
管
轄
配
分
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
現
実
に
対
応
し
た
可
変
的
な
配
置
で
あ
っ
た
。

二
、
捕
属
区
画
の
登
場

１

.

乾
隆
年
間
の
地
方
志
か
ら
見
る
農
村
部
と
城
廂
部

番
禺
県
各
巡
検
司
が
農
村
部
、
典
史
が
城
廂
を
管
轄
す
る
、
と
い
う
犯
人
捜
査
・
逮
捕
上
の
慣
例
か
ら
見
れ
ば
、
管
轄
対
象
と
し
て

の
農
村
部
と
城
廂
部
と
の
差
異
は
、
管
轄
の
責
任
者
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
地
方
志
に
お
け
る
農
村
部
・
城
廂
部
及
び
そ
の

管
轄
の
在
り
方
を
見
て
み
よ
う
。

地
方
志
の
記
載
に
よ
る
と
、
康
熙
年
間
に
お
け
る
南
海
県
・
番
禺
県
の
農
村
部
は
、
郷
―
都
―
堡
―
図
と
い
う
系
統
に
沿
っ
て
編
成

さ
れ
て
い
た

(�)
。
賦
役
改
革
後
の
清
代
広
東
で
は
、
里
甲
制
が
図
甲
制
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
納
税
・
土
地
登
録
・
科
挙
参
加
等
の
場
合
に

図
甲
制
の
中
の
戸
を
戸
籍
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た

(�)
。
こ
こ
で
の
郷
―
都
―
堡
―
図
は
、
税
糧
徴
収
の
際
の
登
録
用
の
系
統
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
康
熙

『

番
禺
県
志』

に
は
巡
検
司
が
自
然
村
を
管
轄
す
る
記
載
が
あ
り

(�)
、
そ
れ
は
巡
検
司
の
も
つ
治
安

維
持
機
能
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

乾
隆
年
間
の
地
方
志
に
な
る
と
、
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
乾
隆

『
南
海
県
志』

に
は
、
康
煕

『

南
海
県
志』

と
同
じ
よ
う
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に
、
当
該
巡
検
司
管
轄
の
自
然
村
が
表
記
さ
れ
る
巡
検
司
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る

(�)

。
一
方
、
巡
検
司
の
名
前
が
直
接
に
堡
の
前
に
置
か

れ
る
記
載
も
見
ら
れ
る
。
広
州
の
西
関
と
隣
接
す
る
金
利
都
を
例
に
取
る
と
、
康
熙

『

南
海
県
志』

に
は

｢

以
上
は
金
利
都
に
属
す
る｣

と
あ
る
が
、
乾
隆

『

南
海
県
志』

に
は

｢

以
上
は
金
利
司
金
利
都
に
属
す
る｣

の
よ
う
に
、
巡
検
司
の
名
称
が
堡
の
前
に
追
加
さ
れ
て

い
る

(�)
。
こ
の
よ
う
な
変
化
か
ら
、
空
間
上
の
治
安
維
持
区
画
が
税
糧
登
録
上
の
区
画
と
重
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
自

然
村
を
単
位
と
し
て
里
甲
を
再
編
し
た
清
代
前
期
の
順
荘
法
の
実
施
に
関
連
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。

た
だ
し
、
巡
検
司
が
税
糧
徴
収
に
ど
こ
ま
で
関
与
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
片
山
剛
の
研
究
に
よ
る
と
、
宗
族
が

発
展
し
て
い
た
清
代
の
珠
江
デ
ル
タ
に
お
い
て
は
、
図
甲
制
の
も
と
、
各
甲
が

｢

総
戸
―
子
戸｣

の
形
で
、
一
宗
族
な
い
し
は
そ
の
支

派
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る

(�)
。
一
方
で
、
劉
志
偉
の
指
摘
に
よ
る
と
、
一
つ
の
甲
に
異
姓
の
戸
が
存
在
す
る
例
も
少
な
く
な
く
、
血

縁
集
団
が
甲
を
構
成
す
る
よ
う
な
単
純
な
構
造
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
つ
、
若
し
く
は
複
数
の
社
会
集
団

(

宗
族
の
場
合
が
多
い)

が

様
々
な
形
で
甲
を
構
成
す
る
方
が
実
態
に
近
い
と
言
え
よ
う

(�)
。
行
政
側
で
登
録
さ
れ
た
戸
や
土
地
が
実
際
の
納
税
者
や
面
積
数
と
対
応

し
な
く
な
っ
た
状
況
の
中
、
宗
族
機
能
の
強
化
に
伴
い
、
宗
族
が
ま
と
め
て
納
税
す
る
こ
と
が
増
え
て
お
り

(�)

、
税
糧
を
確
保
す
る
に
は
、

実
際
の
納
税
担
当
者
に
対
す
る
把
握
も
必
要
と
さ
れ
て
き
た

(�)
。
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
巡
検
司
が
直
接
に
徴
収
を
行
う
こ
と
は
考
え

に
く
い
が

(�)

、
徴
税
系
統
が
巡
検
司
管
轄
区
域
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

農
村
部
の
巡
検
司
区
域
の
明
確
化
に
対
し
、
城
廂
部
の
ほ
う
は
ま
だ
不
明
確
で
あ
っ
た
。
乾
隆

『

番
禺
県
志』

に
は
、
明
代
の
十
一

坊
の
他
に
状
元
坊
な
ど
の
三
坊
を
加
え
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
新
設
の
三
坊
と
東
城
廂
・
城
南
廂
の
下
に
し
か
図
が
置
か
れ
て
お

ら
ず

(�)

、
城
廂
部
全
体
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
図
甲
と
佐
雑
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乾
隆

『

南
海
県

清
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志』

に
は
、
巡
検
司
図
の
よ
う
な
典
史
そ
の
他
の
城
廂
部
の
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
を
示
す
図
も
、
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
農
村
部
と
異

な
り
、
城
壁
の
所
在
、
複
数
の
佐
雑
官
の
駐
在
、
知
県
の
関
与
等
、
城
廂
部
の
状
況
の
複
雑
さ
は
、
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
の
明
確
化
を

遅
ら
せ
る
方
向
で
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

.

捕
属
に
関
す
る
記
載
と
捕
属
図

地
方
志
の
記
載
に
先
述
の
乾
隆
年
間
よ
り
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
道
光
年
間
か
ら
で
あ
る
。
道
光
十
五
年

(

一
八
三
五)

刊

行
の

『

南
海
県
志』

巻
三
の

｢
縣
治
分
界
圖｣

で
は
、
西
門
外
の
廂
と
隣
接
の
金
利
巡
検
司
の
管
轄
区
域
と
の
境
界
線
が
点
線
で
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る

(

図
一)

。
同
県
志
所
収
の

｢

縣
境
全
圖｣

で
は
、
城
壁
と
城
外
の
幾
つ
か
の
堡
の
間
に

｢

捕
屬｣

と
い
う
言
葉
が

記
さ
れ
て
お
り

(

図
二)

、｢

縣
治
分
界
圖｣
で
の
境
界
線
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
。
典
史
は
捕
庁
・
督
捕
庁
と
い
う
別
称
が
あ
る
た
め
、

こ
こ
で
の

｢

捕
屬｣

は
典
史
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

乾
隆
年
間
の
地
方
志
に
お
い
て
も

｢

典
史
屬｣
か

｢
典
史
管
屬｣

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、｢

捕
屬｣

と
比
べ
、｢

屬｣

の
内
容
に

は
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
乾
隆

『

南
海
県
志』

と
乾
隆

『
番
禺
県
志』

に
、｢

典
史
屬｣

か

｢

典
史
管
屬｣

と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
典
史

の
治
安
維
持
業
務
と
関
連
す
る
緑
営
の
駐
屯
地
や
炮
台
の
み
で
あ
り

(�)
、
そ
れ
は
清
代
の
警
察
機
能
に
お
け
る
文
・
武
協
力
体
制
に
由
来

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
道
光
県
志
の

｢

捕
屬｣

に
お
い
て
は
、
以
下
の
二
点
の
変
化
が
あ
る
。
ま
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
捕
属
が
地
図

に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
間
上
に
お
け
る
捕
属
と
巡
検
司
属
の
区
分
が
地
方
志
編
纂
者
の
視
野
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
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お
り
、
そ
の
点
で
、
典
史
の
管
轄
区
域
が
図
示
さ
れ
て
い
な
い
乾
隆
年
間

の
県
志
と
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
税
糧
徴
収
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。

道
光

『

南
海
県
志』

の

｢

都
堡｣

条
目
に
、
巡
検
司
属
の
図
甲
の
ほ
か
、

城
西
堡
と
西
隅
堡
の
図
甲
は

｢

督
捕
廳
屬｣

と
な
っ
て
お
り
、
税
糧
徴
収

の
系
統
が
典
史
の
管
轄
区
域
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(�)

。
こ
の
点
も
、

巡
検
司
と
税
糧
区
画
と
の
関
係
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
乾
隆
年
間
の
県
志

と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
後
の
同
治

『

南
海
県
志』

・
同
治

『

番
禺
県
志』

等
の
地
方
志
に
よ
り
一
層
際
立
っ
て
見
ら
れ
る
。
同
治

『

南
海
県
志』

で

は
、
図
甲
表
の
中
の

｢

咸
豐
四
年
南
海
縣
各
堡
實
征
米
總
數｣

と
い
う
条

目
に
、
各
堡
の
税
糧
額
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
、
城
西
堡
・
西
隅
堡
の
図

の
税
糧
額
の
上
に

｢

捕
屬
下
旬｣

と
補
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
条
目
に

｢
金
利
下
旬｣

・｢

九
江
主
簿
中
旬｣

等
の
記
載
も
あ
り
、
南
海
県
典
史
と

ほ
か
の
佐
雑
官
の
管
轄
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
税
糧
区
画
に
も
な
っ
た
こ
と
は

明
確
で
あ
ろ
う

(�)
。
更
に
、
同
治

『

番
禺
県
志』

の

｢

都
堡｣

条
は
、
城
内

街
・
新
城
内
街
・
東
門
外
街
・
新
城
外
街
に
分
け
て
、
取
材
記
録
に
基
づ

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立
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出所) 道光 『南海県志』 巻三､ 図一､ ｢縣治分界圖｣ (一部)



き｢

捕
屬
各
街｣

の
名
称
を
細
か
く
列
挙
し
て
い
る

(�)

。
壇
廟
・
津
渡
・

橋
梁
・
墟
市
の
箇
所
に
も
、
場
所
の
名
称
の
後
に

｢

以
上�
捕
屬｣

、

若
し
く
は
場
所
の
名
前
の
前
に

｢

捕
屬｣

や
巡
検
司
の
名
前
を
出
し

て
い
る

(�)

。

詳
細
な
文
字
記
載
と
と
も
に
登
場
し
た
の
は
、｢

捕
屬
圖｣

で
あ

る
。
同
治

『

南
海
県
志』

と
同
治

『

番
禺
県
志』

に
は
、
巡
検
司
図

だ
け
で
な
く
、
捕
属
区
域
を
示
す
図
も
収
め
ら
れ
て
い
る

(

図
三
・

図
四)

。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
捕
属
図
と
い
う
図
名
及
び
そ
の

構
成
で
あ
る
。
両
県
の
捕
属
図
と
も
城
郭
を
描
い
て
省
城
に
位
置
す

る
こ
と
を
表
明
し
、
県
の
境
界
線
も
示
し
て
い
る
。
捕
属
区
域
に
は
官
庁
や
市
街
名
な
ど
を
図
示
し
、
捕
属
区
域
で
な
い
と
こ
ろ

(

当

該
県
境
に
入
っ
て
い
な
い
城
内
部
等)

は
空
白
、
若
し
く
は
情
報
量
減
少
の
形
で
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
捕
属
区
域
を
示
す

図
で
あ
り
な
が
ら
、
所
属
す
る
県
の
境
界
や
、
省
城
内
の
境
域
区
分
の
よ
う
な
地
方
行
政
制
度
の
情
報
を
反
映
す
る
図
で
も
あ
る
。

で
は
、
何
故
捕
属
に
つ
い
て
の
記
載
や
捕
属
図
が
こ
の
時
代
に
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
巡
検
司
よ
り
遅
れ
た

が
、
典
史
も
巡
検
司
と
同
じ
く
、
管
轄
区
域
が
空
間
上
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
、
更
に
税
糧
区
画
と
重
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

農
村
部
に
お
け
る
巡
検
司
の
管
轄
区
域
の
確
立
に
よ
っ
て
、
城
廂
部
が
管
轄
上
で
対
比
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
県
行
政
を
円

滑
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
城
廂
部
も
明
確
な
境
界
線
の
あ
る
区
画
に
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
空
間
上
の
画
定
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出所) 道光 『南海県志』 巻三､ ｢縣境
全圖｣ (一部)



に
つ
い
て
は
、
治
安
維
持
の
責
任
配
分
を
明
確
化
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
ろ
う
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
既
に
、
犯
人
捜
査
・
逮
捕
の
面
で
典
史
が
城
廂
部
、
各
巡
検
司
が
農
村
部
を
管
轄
す

る
慣
例
が
あ
っ
た
が
、
区
画
は
ま
だ
曖
昧
で
あ
っ
た
。
秩
序
が
不
安
定
化
し
た
一
九
世
紀
中
期
に
は
、
多
く
の
都
市
で
保
甲
制
度
が
強

化
さ
れ
、
官
・
兵
の
多
い
省
城
広
州
で
は
、
佐
雑
官

(

任
命
を
待
つ
候
補
官
を
含
む)

が
捕
役
・
更
保
を
率
い
、
緑
営
系
統
と
共
に
城
廂

内
外
の
街
や
珠
江
を
巡
回
す
る
こ
と
が
定
例
に
な
っ
た

(�)
。
そ
の
時
代
の
地
方
志
に
捕
属
の
街
・
壇
廟
・
墟
市
等
が
細
か
く
記
さ
れ
、
か

つ
図
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
恐
ら
く
都
市
治
安
の
悪
化
に
伴
い
、
治
安
維
持
上
、
典
史
管
轄
と
巡
検
司
管
轄
の
間

の
境
界
線
を
明
確
に
定
め
る
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

『

申
報』

に
載
る
具
体
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
光
緒
年
間
、
金
利
司
属
と
南
海
県
捕
属
の
境
を
如
何
に
区
画
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、

金
利
司
か
ら
南
海
県
知
県
に
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
。

金
利
司
の
上
申
に
よ
る
と
、
巡
検
司
の
旧
例
に
即
し
、
省
城
に
近
い
要
害
の
地
に
兵
舎
を
設
け
、
弓
役
を
派
遣
し
て
駐
屯
さ
せ
、

更
練
を
率
い
巡
回
さ
せ
、
更
に
水
練
・
水
保
を
設
け
て
船
で
海
上
を
厳
し
く
査
察
さ
せ
、
必
ず
誘
拐
犯
の
蔵
匿
や
盗
賊
の
逃
走
を

防
ぐ
よ
う
に
し
た
い
。
し
か
し
、
迪
隆
里
・
永
隆
里
・
三
角
市
・
上
陳
塘
及
び
川
辺
の
一
帯
は
捕
属
と
境
を
接
す
る
所
で
あ
り
、

捕
属
の
管
轄
に
回
す
か
、
そ
れ
と
も
司
属
に
入
れ
る
か
画
定
し
、
責
任
者
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
曉
諭
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
内
容
が
県
に
上
申
さ
れ
た

(�)
。

そ
の
報
告
に
対
し
、
知
県
は
、
兵
舎
の
建
設
や
巡
回
は
当
該
区
域
の
管
轄
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
迪
隆
里
、
永
隆
里
、

三
角
市
及
び
そ
こ
か
ら
川
上
の
部
分
は
金
利
司
に
属
し
、
金
利
巡
検
司
が
管
轄
す
べ
き
で
あ
り
、
上
陳
塘
及
び
そ
こ
か
ら
川
下
の
部
分

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

梁
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は
捕
属
の
領
域
に
入
り
、
典
史
が
管
轄
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、
更
に
そ
の
件
を
軍
・
民
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
告
示
も
出
し
た

(�)

。

そ
れ
は
捕
属
図
が
地
方
志
に
登
場
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
巡
回
の
旧
例
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
も
境
界

線
に
よ
っ
て
巡
回
区
域
を
定
め
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
一
帯
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
繁
栄
し
て
い
た
川
辺
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
既
に
捕
属
・
司
属
の
境
界
線
が
存
在

し
て
い
た
が
、
廂
を
拡
張
し
て
そ
の
境
界
線
を
変
更
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
知
県
の
判
断
が
求
め
ら
れ
た
。
既
存
の
境
界
線
へ
の
依

拠
を
命
ず
る
知
県
の
判
断
か
ら
見
て
、
当
時
の
捕
属
・
司
属
の
区
域
は
既
に
典
史
・
巡
検
司
の
管
轄
範
囲
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
。

で
は
、
捕
属
関
連
の
記
載
や
捕
属
図
が
こ
の
時
代
に
登
場
し
た
理
由
は
、
治
安
維
持
上
の
責
任
配
分
を
決
め
る
た
め
だ
け
だ
っ
た
の

か
。
次
章
で
は
、
税
糧
登
録
上
の
区
画
に
関
連
す
る

｢

捕
屬
人｣

、
及
び
捕
属
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
拡
大
か
ら
、
こ
の
問
題
を
続
け

て
考
察
し
て
い
く
。

三
、
区
画
の
明
確
化

１
.

捕
属
籍
と
移
住
民

捕
属
や
捕
属
図
の
ほ
か
、｢

捕
屬
人｣

と
い
う
言
葉
も
一
九
世
紀
中
期
以
降
の
地
方
志
に
頻
繁
に
登
場
し
て
お
り
、
し
か
も
、
地
方

志
の
編
纂
時
期
が
遅
い
ほ
ど
列
伝
に
載
っ
た
捕
属
人
の
数
が
多
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

(�)
。
こ
の
よ
う
に
大
量
に
登
場
し
た
捕
属
人
と

称
さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
同
治

『

南
海
県
志』

に
載
っ
た
桂
文
燿
の
例
か
ら
見
て
み
た
い
。
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桂
文
燿
、
字
星
垣
、
祖
先
は
浙
江
省
慈
渓
県
の
人
で
あ
る
。
祖
父
の
鴻
は
商
籍
の
生
員
か
ら
南
海
県
県
学
の
生
員
に
変
わ
り
、
乾

隆
丙
午

(

一
七
八
六)

科
の
試
験
で
挙
人
に
な
り
、
安��
県
の
知
県
を
務
め
た
。
よ
っ
て
、
本
県
の
戸
籍
に
登
録
し
た
。
省
城

に
居
住
し
た
た
め
、
捕
属
人
に
な
っ
た

(�)
。

桂
文
燿
は
、
祖
父
の
桂
鴻
が
南
海
県
県
学
の
生
員
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
南
海
県
の
戸
籍
に
変
更
し
、
更
に
省
城
に
居
住
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
捕
属
人
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
捕
属
人
は
戸
籍
及
び
省
城
居
住
に
関
連
す
る
概
念
で
あ
り
、
入
籍
の
理
由
は
科

挙
応
試
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

よ
り
古
い
史
料
と
し
て
は
、
嘉
慶
二
十
五
年

(

一
八
二
〇)

の
安�
省�
源
県
出
身
の�
氏
の
転
籍
に
関
す
る
書
類
が
存
在
す
る
。

そ
の
転
籍
申
請
書
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

申
請
者
の
童
生��
、
二
十
一
歳
、
現
在
西
門
外
の
十
二
甫
に
在
住
。
童
生
の��
が
事
情
を
説
明
し
、
恩
情
に
よ
り
入
籍
を
許

可
さ
れ
る
よ
う
請
願
す
る
件
に
つ
い
て
地
保
の
陳
成
が
訴
え
出
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
童
生
の
祖
父
の�
榜
は
、
原
籍
が
安�
省

�
源
県
の
人
間
で
あ
る
。
乾
隆
二
十
五
年
か
ら
広
東
の
省
城
で
商
売
を
始
め
、
そ
の
た
め
、
家
族
を
連
れ
て
広
東
に
来
た
。
父
の

鳴
珂
に
当
県

(

こ
こ
で
は
南
海
県
を
指
す)

の
朱
氏
の
娘
を
娶
ら
せ
、
童
生
等
の
兄
弟
を
生
ん
だ
。
嘉
慶
五
年
、
大
北
門
拱
辰
坊
に

家
を
買
っ
て
居
住
し
た
。
そ
の
年
、
祖
父
・
祖
母
が
亡
く
な
り
、
北
門
外
の
紗
帽
崗
に
埋
葬
さ
れ
た
。
嘉
慶
六
年
、
母
が
亡
く
な

り
、
北
門
外
の
飛
鵝
嶺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
嘉
慶
二
十
一
年
に
な
る
と
、
西
門
外
の
十
二
甫
に
転
居
し
、
自
ら
家
を
買
っ
た
。
祖
父

が
省
城
に
居
住
し
て
か
ら
、
既
に
六
十
年
以
上
経
っ
た
。
家
屋
・
墓
地
・
土
地
資
産
に
関
し
て
は
全
て
証
明
で
き
る

(

後
略

(�))

。

ま
た
、
ほ
か
の
書
状
に
は
、｢

童
生
は
現
在
西
門
外
の
十
二
甫
に
居
住
し
、
祖
先
の
移
住
か
ら
六
十
数
年
経
ち
、
既
に
四
代
に
な
り
、

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立
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本
籍
地
に
は
久
し
く
帰
ら
ず
、
地
保
や
隣
人
の
証
言
が
得
ら
れ
、
家
屋
や
墓
地
の
契
約
が
あ
り
、
例
に
よ
れ
ば
入
籍
で
き
る｣

と
あ
る

(�)

。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
た

｢

例｣

と
は
、
嘉
慶
十
一
年

(

一
八
〇
六)

の
新
例
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
清
代
に
お
い
て
、
本
籍
地
を
離
れ

て
他
地
域
で
生
計
を
立
て
る
人
の
多
く
は
、
戸
籍
を
変
更
せ
ず
に
移
住
先
で

｢

寄
籍｣

の
形
で
生
活
し
た
が
、
科
挙
に
参
加
す
る
場
合

は
、
本
籍
地
に
戻
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
転
籍
に
よ
っ
て
移
住
先
で
科
挙
に
参
加
す
る
者
が
増
え
て
い
き
、
清
朝
の
戸
籍
統

制
も
徐
々
に
緩
和
さ
れ
て
い
っ
た

(�)
。
移
住
先
の
家
屋
・
土
地
の
税
金
を
二
〇
年
以
上
納
め
る
こ
と
は
、
童
生
・
生
員
の
入
籍
の
必
要
条

件
と
さ
れ
て
い
た
が

(�)
、
嘉
慶
十
一
年
に
、
広
東
学
政
の
建
言
で
、
移
住
し
て
六
〇
年
以
上
経
っ
た
場
合
、
寄
籍
地
で
科
挙
応
試
・
報
捐

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

(�)
。�
氏
は
家
屋
を
購
入
し
て
二
〇
年
経
っ
た
が
、
本
人
や
行
政
側
が
強
調
し
た
の
は
、
移
住
し
て
六
〇
年
以

上
経
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

��
入
籍
の
件
に
関
し
て
は
、
南
海
県
が
直
接
に
対
処
し
た
が
、
族
譜
に
は
、��
が

｢

南
海
県
の
捕
属
籍
に
登
録
し
た｣

と
あ
り

(�)

、

捕
属
籍
が
戸
籍
単
位
を
成
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
件
を
手
掛
り
に
、
広
東
省
立
中
山
図
書
館
所
蔵
の
捕
属
関
連
の
族
譜
・
家

譜
を
お
お
ま
か
に
整
理
し
、
末
尾
の
表
に
ま
と
め
た
。

表
に
よ
る
と
、『

南
海
蘆
排
梁
氏
家
譜』

の
来
粤
三
世
祖
の
玉
書
公

(

一
六
九
八
〜
一
七
四
六)

の
条
に
は
、｢

南
海
県
の
戸
籍
に
属
し

た｣

と
だ
け
あ
る
が
、
七
世
祖
の
東
屏
公

(

一
八
一
五
〜
八
三)
の
条
に
は
明
確
に

｢

南
海
県
の
捕
属
人｣

と
あ
る
。『

晋
江
入
粤
周
家

族
譜』

に
お
い
て
も
、
高
祖
の

｢

周
仁
侯｣

(

一
六
六
九
〜
一
七
二
八)
の
条
に
は

｢

番
禺
の
籍
を
占
め
た｣

と
あ
る
が
、
族
譜
編
纂
当

時
の
記
載
で
は

｢

今
広
州
府
番
禺
県
捕
属
の
戸
籍
に
属
す
る｣

と
あ
る
。
地
方
志
に
お
け
る
捕
属
人
の
関
連
記
載
が
大
量
に
増
加
し
た

時
期
を
勘
案
す
れ
ば
、
恐
ら
く
捕
属
が
戸
籍
登
録
単
位
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀
前
半
、
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀
後
半
だ
ろ
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う
か
。

一
九
世
紀
中
期
以
降
に
捕
属
戸
籍
が
一
般
的
に
な
っ
た
理
由
は
、『

浙
杭
遷
粤
高
陽
許
氏
家
譜』

に

｢

他
省
の
人
が
番
禺
県
に
入
籍

す
る
場
合
、
各
巡
検
司
に
編
入
せ
ず
、
専
ら
県
の
捕
庁
に
属
さ
せ
た
た
め
、
番
禺
捕
属
と
呼
ば
れ
た｣

と
あ
る
よ
う
に
、
典
史
の
移
住

民
戸
籍
管
理
へ
の
関
与
、
ま
た��
入
籍
の
件
に
見
ら
れ
る
一
九
世
紀
初
期
か
ら
の
移
住
民
入
籍
や
戸
籍
政
策
の
緩
和
と
も
関
連
す
る
。

清
代
の
広
州
は
対
外
貿
易
の
港
で
あ
り
な
が
ら
衙
門
の
密
集
す
る
省
城
で
も
あ
り
、
商
売
や
幕
友
業
に
従
事
す
る
た
め
の
移
住
者
・
滞

在
者
が
多
く
い
た
。
前
者
は
十
三
行
商
人
を
は
じ
め
、
大
半
が
福
建
省
出
身
者
で
あ
り
、
南
海
県
の
西
関
に
居
住
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
後
者
の
多
く
は
浙
江
省
出
身
者
で
あ
り
、
老
城
内
の
番
禺
県
北
部
に
居
住
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
入
籍
し
て
定
着

す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
以
降
で
あ
っ
た
。
幕
僚
・
商
人
の
子
孫
が
入
籍
し
て
科
挙
に
参
加
し
た
結
果
、
城
居
士
紳

の
増
加
、
洋
商
と
の
交
際
の
活
発
化
の
過
程
を
経
て
、
都
市
部
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た

(�)

。
典
史
が
城
廂
部
の
戸
籍
管
理
に

関
与
し
始
め
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戸
籍
は
、
科
挙
参
加
の
権
利
の
ほ
か
、
納
税
の
義
務
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
清
代
中
期
以
降
の
珠
江
デ
ル
タ
で

は
主
に
図
甲
制
に
基
づ
き
宗
族
を
通
じ
て
税
糧
徴
収
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、『

嶺
南�
氏
宗
譜』

で
は

｢

南
海
縣
捕
屬

圖

甲

��
民
籍｣

と
あ
る
よ
う
に
、
図
・
甲
欄
は
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
前
章
で
述
べ
た
捕
属
の
下
に
置
か
れ
る
城
西
堡
・
西
隅
堡

(

恐
ら
く
農
地
の
あ
る
と
こ
ろ)

に
は
図
甲
が
編
成
さ
れ
た
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
捕
属
籍
の
下
に
図
・
甲
が
記
さ
れ
て
い
る
族
譜
は

少
な
い

(�)

。��
入
籍
の
件
で
も
、
図
甲
に
は
言
及
せ
ず
に
家
屋
等
の
契
約
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
以
降
の
地
方

志
に
は
、
農
村
部
の
図
甲
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
る
の
に
対
し
、
都
市
部
の
図
甲
は
記
載
さ
れ
ず

(�)
、
そ
の
代
わ
り
に
、
都
市
の
基
礎
単
位

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

梁
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と
な
る
街
巷

(�)
が
図
や
文
字
の
形
で
捕
属
の
下
に
細
か
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
時
代
に
登
場
し
た
捕
属
籍
の
下
に
図
甲
が

整
然
と
編
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
史
料
不
足
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
捕
属
区
画
に
入
っ
た
城
西
堡
・
西
隅
堡
の
よ
う

な
農
村
部
で
は
図
甲
が
編
成
さ
れ
た
も
の
の
、
都
市
部
で
は
主
に
移
住
民
一
族
の
家
屋
な
ど
の
不
動
産
に
対
す
る
登
録
に
よ
っ
て
戸
籍

管
理
を
行
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
、
入
籍
し
て
科
挙
や
捐
納
の
形
で
官
紳
と
な
っ
た
広
州
城
廂
の
在
住
者
の
増
加
が
、
捕
属
人
が
地
方
志
に
多
く
載

る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
理
由
が
あ
る
。
列
伝
に
載
っ
た
捕
属
人
を
見
る
と
、
光
緒

『

広
州
府
志』

は
明
末
の
梁
士
済
、
宣
統

『

番
禺
県
続
志』

は
元
末
明
初
の
趙
介
を
捕
属
人
の
枠
に
入
れ
て
お
り
、
清
初
の
数
人
も
捕

属
人
と
さ
れ
て
い
る

(�)
。
つ
ま
り
、
捕
属
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
時
代
の
人
間
を
捕
属
人
と
追
記
し
た
こ
と
も
、
捕
属

人
が
多
く
記
載
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
三
五
名
も
の
捕
属
人
を
記
載
す
る
宣
統

『

番
禺
県
続
志』

の
主
纂
梁
鼎
芬
を
例
に
と
れ
ば

(�)

、
自

ら
も
捕
属
人
で
あ
る
彼
ら
は
、
地
方
志
編
纂
に
際
し
、
意
識
的
に
歴
史
上
の
有
名
人
を
捕
属
人
と
い
う
枠
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
捕
属
人
と
い
う
用
語
が
移
住
民
の
み
な
ら
ず
、
捕
属
区
域
に
住
む
人
を
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
傾
向
が
、
捕
属
人
の
関
連
記

載
が
増
え
た
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
志
の
編
纂
者
が
元
末
明
初
や
明
代
の
人
を
捕
属
人
と
し
て
扱
う
の
は
、
彼
ら

が
省
城
在
住
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
判
断
し
た
可
能
性
が
高
い
。
本
節
最
初
に
挙
げ
た
桂
文
燿
の
例
の
中
の

｢

省
城
に
居
住
し
た
た
め
、

捕
属
人
に
な
っ
た｣

と
い
う
文
章
、
ま
た
文
史
資
料
に
お
け
る
捕
属
が
移
住
民
の
戸
籍
を
指
す
か
、
そ
れ
と
も
典
史
の
管
轄
区
域
を
指

す
か
、
と
い
う
論
争
も

(�)

、
そ
の
よ
う
な
捕
属
人
の
意
味
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
捕
属
の
意
味
の
拡
大
に
よ
る
も
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の
で
あ
り
、
清
末
の
複
雑
な
歴
史
的
背
景
に
も
絡
ん
で
い
る
。

２

.

捕
属
の
意
味
の
拡
大

治
安
維
持
の
面
で
も
戸
籍
管
理
の
面
で
も
、
州
県
行
政
の
下
に
捕
属
・
巡
検
司
属
区
画
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
く
見
れ
ば
、

清
代
中
期
の
人
口
爆
発
や
社
会
的
流
動
化
に
応
じ
て
行
政
側
が
柔
軟
な
調
整
を
行
っ
た
結
果
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
地
元
有

力
者
や
様
々
な
社
会
団
体
の
業
務
分
担
で
社
会
統
合
が
進
ん
で
い
っ
た
清
末
に
、
広
州
の
位
置
す
る
珠
江
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
捕
属
・

巡
検
司
属
の
よ
う
な
佐
雑
官
管
轄
区
域
は
、
更
に
明
確
化
さ
れ
て
お
り

(�)
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
要
素
を
も
視
野
に
入
れ
て
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。

実
際
に
、
治
安
が
悪
化
し
つ
つ
あ
っ
た
清
末
の
珠
江
デ
ル
タ
に
お
い
て
は
、
紳
士
が

｢

公
局｣

の
形
で
郷
村
社
会
を
管
理
す
る
よ
う

に
な
り
、
広
州
で
も
、
都
市
管
理
に
関
わ
る
善
後
局
・
保
甲
局
等
の
臨
時
措
置
が
大
量
に
現
れ
、
慈
善
団
体
も
次
々
と
設
立
さ
れ
た

(�)

。

社
会
管
理
の
形
が
変
化
し
て
い
く
状
況
の
中
で
、
捕
属
・
巡
検
司
属
区
画
の
明
確
化
の
理
由
を
当
該
佐
雑
官
機
能
の
強
化
に
帰
す
こ
と

は
難
し
い
。

幕
友
業
に
関
す
る
記
録
に
よ
る
と
、
清
末
の
南
海
県
と
番
禺
県
の
衙
門
で
は
、
幕
友
の
席
は
捕
属
・
司
属
・
客
案
と
い
う
三
つ
に
分

け
ら
れ
て
い
た

(�)

。
一
方
、
同
治

『

番
禺
県
志』

に
よ
る
と
、
社
倉
の
穀
物
量
は
各
巡
検
司
属
と
い
う
形
で
分
け
ら
れ
て
い
る

(�)

。
光
緒
年

間
の
番
禺
県
に
お
い
て
、
印
金

(

科
挙
の
歳
試
・
科
試
用
紙
等
に
か
か
る
費
用)
は
、
捕
属
と
各
巡
検
司
属
の
紳
董
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る

生
員
入
学
用
の
公
款

｢

冊
金｣

か
ら
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た

(�)
。
科
挙
停
止
後
の
学
堂
建
設
に
お
い
て
も
、
学
生
の
定
員
数
は
捕
属

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立
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と
司
属
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
経
費
は
捕
属
と
司
属
の

｢

公
款｣

や
学
生
の
学
費
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た

(�)

。
ま
た
、
太
平
天
国
時
期
の

洪
兵
動
乱
で
捕
え
ら
れ
た
洪
兵
は
、
自
分
は
何
々
県
、
何
々
司
属
、
何
々
郷
の
者
で
あ
る
と
自
称
す
る
こ
と
が
多
く

(�)

、
地
方
文
人
に
よ

る
筆
記
か
ら
は
、
捕
属
・
司
属
を
こ
の
異
な
る
社
会
集
団
と
見
な
す
感
覚
が
窺
え
る

(�)

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
捕
属
・
巡
検
司
属
の
区
分
は
、
単
な
る
佐
雑
官
の
管
轄
と
い
う
意
味
を
超
え
、
一
つ
の
行
政
単
位
、
更
に
地
方

公
事

(

科
挙
費
用
援
助
の
よ
う
な
地
方
の
公
益
事
業)

の
区
画
や
社
会
的
帰
属
感
覚
に
ま
で
拡
大
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
捕
属
・

巡
検
司
属
の
区
画
が
清
末
に
更
に
明
確
化
し
て
い
っ
た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

行
政
の
面
か
ら
見
る
と
、
佐
雑
官
に
よ
る
区
分
の
背
後
に
は
本
来
の
州
県
行
政
制
度
が
あ
り
、
広
州
で
は
、
南
海
県
・
番
禺
県
が
そ

れ
ぞ
れ
捕
属
の
形
で
省
城
広
州
の
城
廂
を
分
け
て
管
理
す
る
こ
と
が
そ
の
基
本
で
あ
っ
た
。
都
市
行
政
が
大
き
く
変
容
し
た
二
〇
世
紀

初
頭
の
巡
警
創
設
に
お
い
て
も
、
広
州
の
場
合
、
最
初
は
城
廂
部
の
南
海
県
属
部
分
と
番
禺
県
属
部
分
の
統
合
を
試
行
し
よ
う
と
し
た

が

(�)
、
責
任
配
分
に
問
題
が
生
じ
、
結
局
、
両
県
の
境
界
線
に
よ
っ
て
東
・
西
二
つ
の

｢

路｣

に
分
け
、
そ
の
下
に
幾
つ
か
の
警
区
を
設

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)
。
新
設
の
警
区
が
、
治
安
維
持
の
面
で
近
似
し
て
い
た
捕
属
区
画
に
取
っ
て
代
わ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
併

存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(�)
。

地
方
事
業
の
面
か
ら
見
る
と
、
広
州
で
は
清
末
の
地
方
自
治
に
お
い
て
、｢

固
有
の
境
界｣

で
あ
る
南
海
県
の
捕
属
区
画
と
番
禺
県

の
捕
属
区
画
が
既
に
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
江
蘇
蘇
属
地
域
の
よ
う
な

｢

固
有
の
境
界｣

を
め
ぐ
る
論
争
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
代

わ
り
に
論
争
の
焦
点
に
な
っ
た
の
は
、
警
区
設
定
に
際
し
て
現
れ
た
の
と
同
じ
問
題
、
つ
ま
り
、
広
州
を
一
つ
の
城
区
に
す
る
か
、
そ

れ
と
も
両
県
が
そ
れ
ぞ
れ
自
治
区
を
設
け
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
紳
士
の
間
で
大
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
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民
政
部
ま
で
指
示
を
仰
い
だ
結
果
、
両
県
が
各
自
の
城
区
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
戸
口
調
査
も
、
両
県
が
各
自
で
行
っ
て
お
り
、

番
禺
県
は
、
捕
属
戸
口
、
河
南
鎮
戸
口
等
に
分
け
て
統
計
を
行
っ
た

(�)

。

省
城
広
州
の
南
海
県
・
番
禺
県
部
分
を
統
合
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
無
論
両
県
の
社
会
的
状
況
の
相
違
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、

捕
属
区
画
を
規
定
し
た
本
来
の
地
方
行
政
制
度
及
び
そ
れ
が
民
間
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
清
代
広
州
に
駐
在
す
る
佐
雑
官
の
管
轄
を
研
究
対
象
と
し
、
典
史
の
管
轄
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
捕
属
や
捕
属
人

を
中
心
に
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。
広
州
の
事
例
か
ら
は
、
独
自
の
行
政
区
画
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
清
代
の
都
市
が
、
佐
雑
官
の
管

轄
区
域
に
よ
り
、
一
定
程
度
農
村
と
分
け
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
都
市
の
行
政
運
営
の
一
側
面
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
県
が
制
度
上
の
末
端
行
政
機
関
で
あ
る
以
上
、
県
の
下
位
に
あ
る
佐
雑
官
の
管
轄
は
、
完
全
な
行
政
区
画
を
成

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
既
存
の
制
度
は
現
実
に
対
応
し
つ
つ
柔
軟
に
調
整
さ
れ
、

佐
雑
官
の
管
轄
区
域
も
、
よ
り
明
確
に
定
め
ら
れ
て
き
た
。

前
述
の
如
く
、
広
州
の
捕
属
区
画
は
、
最
初
は
治
安
維
持
に
よ
る
空
間
的
区
画
で
あ
り
、
そ
の
後
移
住
民
の
入
籍
に
伴
い
税
糧
・
戸

籍
区
画
と
重
な
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
清
末
に
は
一
つ
の
行
政
単
位
と
な
り
、
地
方
公
事

(

地
方
の
公
益
事
業)

の
区
画
に
ま
で
拡
大
し

た
。
清
末
に
お
け
る
捕
属
・
巡
検
司
区
画
の
明
確
化
は
、
近
代
以
前
の
城
郷
不
分
の
地
方
行
政
制
度
を
基
礎
と
し
つ
つ
清
代
中
期
に
状

清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立
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況
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
地
方
行
政
の
調
整
が
、
複
雑
化
す
る
清
末
の
地
域
社
会
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
な
形
で
再
び
機
能
し
た
と
も
言
え

よ
う
。

本
稿
に
お
い
て
広
州
の
都
市
部
を
周
辺
の
農
村
部
と
共
に
扱
い
考
察
を
進
め
た
理
由
は
、
本
来
の
地
方
行
政
制
度
に
お
い
て
は
都
市

の
み
を
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
広
州
の
場
合
、
城
・
郷
の
境
界
線
が
徐
々
に
捕
属
・
司
属
の
境
界
線

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
佐
雑
官
区
画
の
明
確
化
は
、
珠
江
デ
ル
タ
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
り
、
清
末
の
江
蘇
蘇
属

地
域
と
は
異
な
る
状
況
が
見
ら
れ
る
。
蘇
属
地
域
に
お
い
て
城
・
郷
間
の

｢

固
有
の
境
界
線｣

を
め
ぐ
る
論
争
が
起
こ
っ
た
一
つ
の
理

由
は
、
従
来
の
地
方
公
事
の
区
画
と
新
し
く
設
定
さ
れ
た
行
政
側
の
区
画
と
の
不
一
致
に
あ
っ
た

(�)

。
こ
れ
に
対
し
、
珠
江
デ
ル
タ
に
お

い
て
、
佐
雑
官
の
区
画
が
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
背
景
に
は
、
佐
雑
官
の
大
量
配
置
と
宗
族
社
会
の
相
互
作
用
が
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
清
代
初
期
に
は
、
明
代
の
巡
検
司
の
定
員
数
が
全
国
的
に
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
が
、
反
清
勢
力
の
存
在
に
よ
り
、
広
東
に
は
巡

検
司
が
多
く
残
っ
て
い
た
。
清
代
中
期
に
入
る
と
、
人
口
爆
発
や
社
会
的
流
動
性
の
高
さ
が
問
題
化
し
、
佐
雑
官
の
管
轄
に
よ
っ
て
区

画
が
徐
々
に
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方
行
政
運
営
の
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
宗
族
が
様
々
な
形
で
図
甲
を
構
成

す
る
珠
江
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
巡
検
司
属
が
県
の
下
の
戸
籍
区
画
を
な
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
宗
族
の
存
続
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、

拡
大
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
巡
検
司
区
画
の
確
立
に
伴
い
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
捕
属
の
区
画
も
徐
々
に
確
立
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
主
に
地
方
行
政
制
度
の
調
整
か
ら
、
清
代
広
州
の
都
市
的
行
政
区
画
の
形
成
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
中
で
登
場
し
た
捕

属
人
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
移
住
民
の
問
題
も
、
清
代
広
州
の
都
市
社
会
の
あ
り
よ
う
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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一
五
四
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一
五
五

註

(

１)
例
え
ば
、������������������������������������

����������������������������������������������������
������������������������������

1977�
参
照
。

(

２)

明
清
時
代
の
都
市
徭
役
に
つ
い
て
は
、
夫
馬
進

｢

明
末
の
都
市

改
革
と
杭
州
民
変｣

(『
東
方
学
報』

(

京
都)

第
四
九
冊
、
一
九
七

七)

、
山
本
進

｢

明
清
時
代
の
坊
廂
里
役｣

(

同

『

明
清
時
代
の
商
人

と
国
家』

研
文
出
版
、
二
○
○
二
、
所
収)

参
照
。

(

３)

清
末
の
巡
警
創
設
に
関
す
る
研
究
が
近
年
多
く
見
ら
れ
る
。
都

市
行
政
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
吉
澤
誠
一
郎

｢

巡
警
創
設
と
行

政
の
変
容｣

(

同

『

天
津
の
近
代

清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文

化
と
社
会
統
合』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
、
所
収)

参
照
。

(

４)

詳
し
く
は

『

城
鎮
郷
地
方
自
治
章
程』

(

上
海
、
商
務
印
書
館
、

一
九
〇
九)

参
照
。

(

５)

佐
藤
仁
史

｢

清
末
に
お
け
る
城
鎮
郷
自
治
と
自
治
区
設
定
問
題｣

(

同

『

近
代
中
国
の
郷
土
意
識

清
末
民
初
江
南
の
在
地
指
導
層

と
地
域
社
会』

研
文
出
版
、
二
〇
一
三
、
所
収)

参
照
。
江
蘇
蘇
属

と
は
、
蘇
州
府
に
置
か
れ
た
江
蘇
布
政
使
司
の
管
轄
下
の
蘇
州
・
常

州
・
松
江
・
鎮
江
四
府
及
び
太
倉
州
を
い
う
。

(

６)

太
田
出

｢

清
代
江
南
デ
ル
タ
佐
雑

｢

分
防｣

考｣
(『

待
兼
山
論

叢』
(

史
学
篇)

三
三
号
、
一
九
九
九)

。
西
川
喜
久
子

｢

佐
弍
官
・

属
官
・
雑
職
官｣

(

同

『

珠
江
デ
ル
タ
の
地
域
社
会

清
代
を
中

心
と
し
て』

私
家
版
、
二
〇
一
〇
、
所
収)

。
賀
躍
夫

｢

晩
清
県
以

下
基
層
行
政
官
署
与
郷
村
社
会
控
制｣

(『

中
山
大
学
学
報

(

社
会
科

学
版)』

一
九
九
五
年
第
四
期)

。
傅
林
祥

｢

古
代
上
海
地
区
的
次
県

級
行
政
機
構｣

(『

上
海
市
歴
史
博
物
館
館
刊』

第
一
輯
、
二
〇
〇
二)

、

｢

清
雍
正
年
間
的
次
県
級
行
政
機
構
及
其
職
能
探
析｣

(『

清
史
研
究』

二
〇
一
一
年
第
二
期)

。
張
研

｢

対
清
代
州
県
佐
弍
・
典
史
与
巡
検

轄
属
之
地
的
考
察｣

(『

安�
史
学』

二
〇
〇
九
年
第
二
期)

。
胡
恒

｢

清
代
巡
検
司
時
空
分
布
特
徴
初
探｣

(『

史
学
月
刊』

二
〇
〇
九
年

第
十
一
期)

、｢

清
代
福
建
分
徴
県
丞
与
銭
糧
徴
収｣

(『

中
国
社
会
経

済
史
研
究』

二
〇
一
二
年
第
二
期)

、｢

清
代
佐
弍
的
新
動
向
与
郷
村

治
理
的
実
際

質
疑

｢

皇
権
不
下
県｣｣

(

楊
念
群
編

『

新
史
学』

第
五
巻

｢

清
史
研
究
的
新
境｣

北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
、
所

収)

。
呉
佩
林

｢

万
事
胚
胎
于
州
県
乎

『

南
部�
案』

所
見
清

代
県
丞
・
巡
検
司
法｣

(『

法
制
与
社
会
発
展』

二
〇
〇
九
年
第
四
期)

。

(

７)

例
え
ば
、
趙
思
淵
は
、
明
清
時
代
に
お
け
る
蘇
州
地
域
の
巡
検

司
の
機
能
・
定
員
数
の
変
化
及
び
市
鎮
移
駐
の
理
由
を
分
析
し
、
巡

検
司
は
県
の
下
位
行
政
区
画
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い

る

(
趙
思
淵

｢

明
清
蘇
州
地
区
巡
検
司
的
分
布
与
変
遷｣

『

中
国
社
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一
五
六

会
経
済
史
研
究』

二
〇
一
〇
年
第
三
期
、｢

屏
盗
之
跡
・
拯
民
之
恫

明
清
蘇
州
地
区
的
巡
検
司｣

『

中
国
社
会
歴
史
評
論』

第
一
一

巻
、
二
〇
一
〇)

。

(

８)

前
掲
註

(

６)

傅
林
祥

｢

古
代
上
海
地
区
的
次
県
級
行
政
機
構｣

を
参
照
。
清
末
の
地
方
自
治
に
お
い
て
、
典
史
の
管
轄
す
る
区
域
を

城
区
画
定
の
基
準
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た

(

前
掲
註

(

５)

佐
藤
仁

史
書
、
四
四
頁)

。

(

９)

広
東
省
に
配
置
さ
れ
た
佐
雑
官
の
数
の
多
さ
や
管
轄
区
域
の
明

確
さ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(
６)
西
川
喜
久
子
論
文
、
張
研
論
文
、

胡
恒
の
諸
論
文
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(

10)

前
掲
註

(

６)

太
田
出
論
文
、
胡
恒
｢

清
代
巡
検
司
時
空
分
布

特
徴
初
探｣

参
照
。

(

11)

道
光

『

広
東
通
志』

巻
一
二
九
、
建
置
略
五
、
廨
署
一
。

(

12)
『

宮
中�
雍
正
朝
奏
摺』

第
一
七
輯
、
王
士
俊
、
奏
報
将
南
海

県
丞
移
駐
広
州
新
城
摺
、
雍
正
八
年
十
一
月
十
五
日
。

(

13)�
將��
、
縣
丞
移
駐
新
城�
外
、
專
司�
夜
防
火
等
事
、
實

爲
便�
…
…
再
廣
糧��
、
南
海
縣
丞
移
駐
、
原
以
夜��
防
救
護

而
設
、
如
定
更
後
、�
城
已
閉
、
而
新
城�
外�
有
失
察
疏
虞
、�

將��
、
縣
丞
各
照
專
官
例
査�
。(『

雍
正
朝
内
閣
六
科
史
書
・
吏

科』

第
六
五
冊
、
鄂
彌
達
、
広
東
巡
撫
鄂
彌
達
請
将
広
糧
通
判
移
駐

新
城
・
南
海
県
丞
移
駐
十
三
行
専
司
巡
防
本
、
雍
正
九
年
四
月
十
四

日)

。

(

14)

同
治

『

番
禺
県
志』

巻
一
五
、
建
置
略
二
、
廨
署
。

(

15)

中
国
第
一
歴
史�
案
館
蔵

｢

内
閣
刑
科
題
本｣

土
地
債
務
・
貪

汚
・
違
禁
類
、02�01�07�14153�003�

乾
隆
二
十
一
年
六
月
初
六

日
。

(

16)������������������9���29�����
19���

1836�
(

17)

光
緒

『

広
州
府
志』

巻
六
五
、
建
置
略
二
、
廨
署
。
同
治

『

番

禺
県
志』

巻
一
五
、
建
置
略
二
、
廨
署
。

(

18)

但
査
番
邑
典
史
、�
專
管�
只
有
城
廂�
外
地
方
、
其
餘
四
處

�
莊
、
則
分
隸
各�
檢
司
專
管
。
是
典
史
雖
有���
之
名
、
究
無�

��
之
實
。
凡
各�
檢
司
該
管
地
方
失
事
、
典
史
與�
檢��
、
實
屬

枉�
處
分
…
…
自
應
改
照�
省
一
例
、
典
史�
檢
各
照��
屬
開�
、

始
爲�
允
。(�
英

『

誠
求
録』

巻
三
、
飭
行
査
議
事)

。

(

19)
『

誠
求
録』

巻
一
に
は
、
城
廂
業
務
の
関
連
告
示
が
多
く
収
め

ら
れ
て
い
る
。
邱
捷

｢

同
治
・
光
緒
年
間
広
東
首
県
的
日
常
公
務

従
南
海
知
県
日
記
所
見｣

(『

近
代
史
研
究』

二
〇
〇
八
年
第
四
期)

も
参
照
。

(

20)�
。
海
陽�
、
周
南�
…
…
。�
。
鹿��
、�
塘�
…
…
。

堡
凡
六
十
六
、
鹿�
堡
三
圖
二
十
三
圖
、
邏
岡
堡
一
圖
六
圖
八
圖
…
…

以
上
鹿��
屬
下
旬
…
…

(

康
熙
二
十
五
年

(

一
六
八
六)

刊

『

番

禺
県
志』

巻
一
、
輿
地)

。�
七
。
曰
西
上
、
曰
豐
湖
…
…
。�
六
、
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一
五
七

曰
金
利
屬
西
上�
、
曰
三
江
屬
豐
湖
金
紫�
…
…
。
堡
六
十
四
、
曰
恩

洲
圖
七
、
曰
草
場
圖
二
…
…
。
以
上
屬
金
利�
…
…

(

康
熙
三
十
年

(

一
六
九
一)

刊

『

南
海
県
志』

巻
一
、
輿
地
志)

。

(

21)

詳
細
は
、
劉
志
偉

『

在
国
家
与
社
会
之
間

明
清
広
東
里
甲

賦
役
制
度
研
究』

(

広
州
、
中
山
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七)

二
三

七
〜
二
七
五
頁
、
参
照
。

(

22)

村
凡
六
百
七
十
八
。
鹿��
司�
攝
一
百
二
十
一
、�
塘�
司

�
攝
一
百
四
十
…
…

(

康
熙

『
番
禺
県
志』

巻
一
、
輿
地)

。

(

23)

康
煕

『

南
海
県
志』

巻
一
、｢

金
利
司
圖｣

等
。
乾
隆
六
年

(

一
七
四
一)

刊

『

南
海
県
志』
巻
一
、｢

金
利
司
圖｣

等
。

(

24)�
…
…
。�
…
…
。
堡
。
恩
洲
圖
八

草
場
圖
二
…
…
以
上
屬
金

利
司
金
利�
…
…

(

乾
隆

『

南
海
県
志』
巻
二
、
建
置
志
、
坊
廂
・

郷
都
・
堡
村)

。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
、
以
下
同
様
。

(

25)
｢

順
荘
法｣

に
よ
る
図
甲
再
編
と
巡
検
司
管
轄
区
域
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
南
海
県
馮
氏
の
族
譜
に
関
連
記
載
が
あ
る
。｢

馮
蒼

環
、
馮
茂
山�
原
開
自
前
正�
年�
之�
口
也
、
大�
國
朝
順
莊
開

�
之
例
、�
載
在
南
海
縣�
安
司
大�
堡
六
圖
三
甲
人
、�
柱
催�｣

(『

南
海
馮
氏
家
譜』

広
東
省
立
中
山
図
書
館
所
蔵
鈔
本
、
列
明
冊
籍

戸
口
縁
由
、
一
九
二
二)

。

(

26)

片
山
剛

｢

清
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
表
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
諸
問
題

税
糧
・
戸
籍
・
同
族｣

(『

史
学
雑
誌』

第
九
一
編
第

四
号
、
一
九
八
二)

、｢

清
代
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
制
に
つ
い

て

税
糧
・
戸
籍
・
同
族｣

(『

東
洋
学
報』

第
六
三
巻
第
三
・
四

号
、
一
九
八
二)

。

(

27)

前
掲
註

(

21)

劉
志
偉
著
書
、
二
六
八
〜
二
七
四
頁
。

(

28)

葉
顕
恩
・
譚
棣
華

｢

関
於
清
中
葉
珠
江
三
角
洲
宗
族
的
賦
役
徴

収
問
題｣

(『

清
史
研
究
通
訊』

一
九
八
五
年
第
二
期)

。

(

29)

詳
し
く
は
、�������������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������8����2�

2011

参
照
。

(

30)

ま
た
、
清
代
巡
検
司
管
轄
の�
吏
・
民
壮
の
定
員
数
は
明
代
よ

り
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
乾
隆

『

南
海
県
志』

巻
六
、
賦
役
に
よ
る
と
、

南
海
県
各
巡
検
司
に
は�
吏
二
名
・
民
壮
四
名
し
か
配
置
さ
れ
ず
、

税
糧
徴
収
に
遥
か
に
足
り
な
か
っ
た
。
ま
た
、
清
末
の

『

広
東
全
省

財
政
説
明
書』

歳
入
部
、
田
賦
に
よ
る
と
、
従
来
の
三
つ
の
税
糧
徴

収
方
法
に
は
巡
検
司
が
関
与
し
た
と
い
う
記
載
は
な
い
。

(

31)

坊
昔
十
一
、
後
定
爲
三
。
廂
二
。
街
百
一
十
六
。
巷
四
十
二
。

東
北
坊
、
桂
華
坊
、
興
賢
坊
…
…
以
上
舊
十
一
坊
、
其
下
三
坊
、
則
後

定
也
。�
元
坊
十
五
圖
、
東
北
坊
一
圖
六
圖
十
圖
十
二
圖
、
泰�
坊
七
圖

十
圖
。
東
城
廂
三
圖
六
圖
、
城
南
廂
一
圖

(

乾
隆
三
十
九
年

(

一
七
七

四)
刊

『

番
禺
県
志』

巻
六
、
建
置
、
坊
廂)

。
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五
八

(
32)

砲
臺
。
拱
極
砲
臺
、
保
極
砲
臺
…
…
。
以
上�
典
史
管
屬
。
營

哨
。
中
砲
臺
水�
一
座
…
…
西
關
陸�
一
座
…
…
以
上
典
史
管
屬

(

乾
隆

『
南
海
県
志』

巻
一
〇
、
兵
防
制)

。
典
史
屬
塘�
二
、
東
炮

臺�
、
駐�
翼
城
嘴
…
…
。
東
關�
、
駐
牛
血
巷
…
…

(

乾
隆

『

番

禺
県
志』

巻
九
、
兵
防)

。

(

33)

堡
。
城
西
、
圖
四
。
一
圖
、
四
圖
、
十
四
圖
、
十
六
圖
。
西
隅
、
圖

一
。
一
圖
。
以
上
屬
督
捕
廳
。
九
江
、
圖
五
。
三
十
圖
、
三
十
五
圖
…
…
以

上
原
屬
江
浦
司
鼎
安�
、
今
屬
九
江
廳
…
…

(

道
光

『

南
海
県
志』

巻
六
、

輿
地
略
二
、
都
堡)

。

(

34)

捕
屬
下
旬
。
城
西
堡
、
一
、
四
、
十
四
、
十
六
圖
、
米
捌
佰
貳
拾
陸

石
貳
斗
四
升
四
合
。
西
隅
堡
、
一
圖
、
米�
拾
伍
石
伍
斗
捌
升
捌
合
。
…
…

金
利
司
下
旬
。
中
隅
堡
十
、
十
二
圖
、
米
玖
拾
捌
石
零
肆
斗
捌
升
正
…
…

九
江
主
簿
中
旬
。
九
江
堡
三
十
四
、
三
十
五
、
三
十
八
、
七
十
九
、
八
十

圖
、
米
捌
佰
壹
拾
陸
石
玖
斗
伍
升
四
合
…
…

(

同
治

『
南
海
県
志』

巻

六
、
図
甲
表
、｢

咸
豐
四
年
南
海
縣
各
堡
實
征
米
總
數｣)
。｢
下
旬｣

等
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
康
熙

『

番
禺
県
志』

巻
一
、
輿
地
志
と
乾

隆

『

番
禺
県
志』

巻
六
、
郷
都
に
も

｢

下
旬｣

等
が
堡
と
図
甲
の
後

に
置
か
れ
て
お
り
、
税
糧
徴
収
が
基
本
的
に
隣
接
の
地
域
単
位
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
の
堡
の
地
域
的
分
布
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
は
恐
ら
く
税
糧
徴
収
時
期
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。

(

35)

城�
街
。
東
門�
惠
愛
大
街
、
三
株
樹
、
…
…
。
新
城�
街
。 �

水
濠
、
麗
水
坊
、
…
…
東
門
外
街
。
正
東
門
大
街
、
北�
街
、
…
…
。

新
城
外
街
。
永�
大
街
、
萬�
里
、
…
…
。
謹
按
任
志
云
坊
昔
十
一
、

後
定
爲
三
、
…
…
。
今
皆
無
攷
、
謹
據�
訪
册
、�
捕
屬
各
街
於�

(

同
治

『

番
禺
県
志』

巻
三
、
輿
地
略
一)

。
こ
こ
の

｢

任
志｣

は
乾

隆

『

番
禺
県
志』

(

編
纂
者
は
当
時
の
知
県
任
果)

を
指
し
て
い
る
。

(

36)

同
治

『

番
禺
県
志』

巻
一
七
、
建
置
略
四
、
巻
一
八
、
建
置
略

五
。

(

37)
『

粤
東
省
例
新
纂』

巻
五
、
兵
例
上
、
査
街
査
河
功
過
、
道
光

二
十
六
年
。『

粤
東
省
例』

(

北
京
大
学
図
書
館
蔵
鈔
本)

巻
一
七
、

巡
緝
、
委
員
査
街
章
程
、
咸
豊
九
年
以
降

(

具
体
年
不
明)

。

(

38)

現
據
金
利
司
申
稱
、
擬
照
前�
檢
舊
制
、
在
於
屬�
附
省�
隘

地
方
搭
廠
、
分
派
弓
役
駐
紮
、
督
同
更��
邏
、�
設
水�
水
保
駕

艇
、
在
於
海
上
嚴
査
、
務
使
拐
匪
不
致
窩
藏
、
盜
賊
無
從
溷
跡
。
至

��
里
、
永�
里
、
三
角
市
、
上
陳
塘
及
河
邊
一
帶
地
方
、
與
捕
屬

交
界
、
應
否
撥
入
捕
屬
、
抑
歸
司
屬
、
以
昭
劃
一
而
專
責
成
、
合�

給
示
曉�
等�
到
縣

(『

申
報』

一
八
九
一
年
二
月
二
四
日

｢

設
厰

巡
緝｣)

。

(

39)

惟��
里
、
永�
里
、
三
角
市
以
上
河
邊
一
帶
、�
在
金
利
屬

司�
、
應
歸
該�
司
管��
。
上
陳
塘
以
下
河
邊
一
帶
、
係
在
捕
屬
境

�
、
應
歸
典
史
管��
、
俾
免
推�
。
…
…
除
札
捕
衙
知
照
外
、
合
行

出
示
曉�
、
爲
此
仰
該
處
軍
民
人
等
知
悉
、
爾
等
須
知
該�
司
現
搭
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廠
座
、
分
派
弓
役
駐
紮
、
督
同
更�
水�
水
保�
緝
、
係
爲
綏�
地

方
起
見
、
不
得
妄
生
異
議

(

同
右)

。

(

40)
同
治

『

南
海
県
志』

巻
一
三
、
桂
鴻
等
二
名
、
同
治

『

番
禺
県

志』

巻
四
五
〜
四
八
、
劉
彬
華
等
八
名
、
光
緒

『

広
州
府
志』

巻
一

一
七
・
巻
一
二
八
、
黄
樞
等
三
二
名
、
宣
統

『

南
海
県
志』

巻
一
四

〜
一
七
、
巻
一
九
、
譚
宗
浚
等
七
名
、
宣
統

『

番
禺
県
続
志』

巻
一

九
〜
二
四
、
趙
介
等
三
五
名
。

(

41)

桂
文
燿
、
字
星
垣
、
其
先
浙
江
慈
溪
人
、�
鴻
以
商
籍
生
員
改

本
邑
學
生
員
、
中
乾�
丙
午
科
擧
人
、
官
安��
縣
知
縣
、��
籍

本
邑
。
居
省
垣
、
故
爲
捕
屬
人

(
同
治

『

南
海
県
志』

巻
一
三
、
列

伝)

。

(

42)

具
稟
人
童
生��
、
年
二
十
一�
、
現
住
西
門
外
十
二
甫
。
地

保
陳
成
具�
文
童��
爲
瀝�
叩
恩
批
准
入
籍
事
。
竊
童��
榜
、

原
籍
安��
源
縣
人
、
自
乾�
二
十
五
年
來
廣
東
省
垣
營
生
、
因
挈

眷
來
粤
。
爲
童
父
鳴
珂
娶
治
屬
朱
姓
之
女
爲
室
、
生
童
等
兄
弟
。
嘉

慶
五
年
、
置
大
北
門
拱
辰
坊
屋
居
住
。
是
年
、�
父
母
身
故
、
葬
北

門
外
紗
帽
崗
。
童
母
嘉
慶
六
年
身
故
、
葬
北
門
外
飛
鵝
嶺
。�
嘉
慶

二
十
一
年
、�
居
西
門
外
十
二
甫
、
自
置�
屋
。
計
自
故�
居
家
粤

城
、
今
逾
六
十
餘
載
、
廬
墓�
業
、
在
在
可
據
。
…
…
嘉
慶
二
十
五

年
十
一
月
初
三
日�(
広
州
市��
湾
区
地
方
志
編
纂
委
員
会�
公
室

所
蔵

『��
廬
源�
氏
支
派
世
系
家
譜』

光
緒
十
年
、
所
収)

。

(

43)

童
現
居�
西
門
外
十
二
甫
居
住
、
自��
今
六
十
餘
年
、
已
成

四
代
、
久
未
回
籍
、
保
隣
可
査
、
廬
墓
可
據
、
例
得
入
籍
…
…
嘉
慶

二
十
五
年
十
一
月
廿
八
日�(

前
掲
註

(

42)
『��

廬
源�
氏
支

派
世
系
家
譜』

所
収)

。

(

44)

戸
籍
制
度
及
び
そ
れ
と
受
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
片
山
剛

｢

清
代
中
期
の
広
府
人
社
会
と
客
家
人
の
移
住

童
試
受
験
問
題

を
め
ぐ
っ
て｣

(

山
本
英
史
編

『

伝
統
中
国
の
地
域
像』

慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
、
所
収)

、
参
照
。
な
お
、
同
論
文
は
客

民

(

客
家
人)

の
た
め
に
設
け
た
客
籍
枠
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る

が
、
同
じ
く
移
住
民
と
関
連
す
る
捕
属
籍

(

後
述)

と
は
異
な
っ
て

い
る
。

(

45)

應�
凡
生
童��
入
籍�
、
寄
籍
地
方
官
先
確
實
査
明
、
室
廬

以�
契
之
日
爲
始
、
田
畝
以�
糧
之
日
爲
始
、
扣
足
二
十
年
以
上
、

准
其
入
籍
、
竝
移
會
原
籍

(

嘉
慶

『

学
政
全
書』

巻
四
二
、
清
釐
籍

貫)

。

(

46)

至�
徙
六
十
年
以
外�
、
寄
居�
久
、
各
安
其
業
、�
與
土�

無
異
、
不
必
補
行�
明
、
准
其
寄
籍
報
捐
應
考
。
…
…
嘉
慶
十
一
年

十
一
月
准
咨

(『

大
清
律
例
会
通
新
纂』

巻
七
、
戸
律
戸
役)

。

(
47)

嘉
慶
廿
五
年
十
月
、
取
男
名��
、
具
稟
縣
准
詳
學
入
南
海
縣

捕
屬
籍

(

前
掲
註

(

42)
『��

廬
源�
氏
支
派
世
系
家
譜』

三
十

八
世
祖)

。
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(
48)��������������������������������������������������

�������������������������������������������������
�����������������������

2006

に
詳
し
い
。

(

49)

そ
れ
に
対
し
、
珠
江
デ
ル
タ
の
巡
検
司
区
域
の
族
譜
の
多
く
が
、

図
・
甲
を
明
確
に
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
図
甲
制
の
実
行
さ
れ
た

地
域
の
移
住
民
の
図
甲
編
成
と
宗
族
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鄭

鋭
達

『

移
民
・
戸
籍
与
宗
族：

清
代
至
民
国
期
間
江
西
袁
州
府
地
区

研
究』

(

北
京
、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九)

参
照
。

(

50)

乾
隆

『

番
禺
県
志』

に
は
坊
の
下
に
一
部
図
の
編
成
が
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
同
治

『

番
禺
県
志』
に
は

｢

今
皆
無
攷｣

と
あ
る

(

前
掲
註

(

35)

も
参
照)

。

(

51)

拙
稿

｢

清
代
広
州
に
お
け
る

｢

街｣
と
社
会
的
結
合｣

(『

お
茶

の
水
史
学』

第
五
七
号
、
二
〇
一
三)

参
照
。

(

52)

光
緒

『

広
州
府
志』

巻
一
二
八
、
列
伝
一
七
。
宣
統

『

番
禺
県

続
志』

巻
一
九
、
人
物
志
二
。

(

53)
『

広
東
省
城
梁
氏
族
譜

(

捕
属)

(

梁
鼎
芬
一
支)』

、
一
九
六
六
。

(

54)

梁
松
生

｢

南
海
捕
属
的
由
来｣

(『

南
海
文
史
資
料』

第
一
五
輯
、

南
海
県
政
協
資
料
委
員
会
、
一
九
八
九)

。
譚
標

｢

略
談
清
末
民
初

南
海
県
的
轄
区
及
捕
属
問
題｣

(『

南
海
文
史
資
料』

第
一
八
輯
、
一

九
九
一)

。

(

55)

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(

６)

西
川
喜
久
子
論
文
、
及
び

巡
検
司
管
轄
区
域
に
依
拠
し
て
地
図
を
作
成
す
る
こ
と
を
規
定
し
た

光
緒
二
十
一
年
の

『

広
東
全
省
輿
図
局
飭
発
絵
図
章
程』

を
参
照
。

(

56)

邱
捷

｢

晩
清
広
東
的

｢

公
局｣：

士
紳
控
制
郷
村
基
層
社
会
的

権
力
機
構｣

(『

中
山
大
学
学
報

(

社
会
科
学
版)』

二
〇
〇
五
年
第

四
期)

、｢

清
末
民
初
地
方
政
府
与
社
会
控
制

以
広
州
地
区
為
例

的
個
案
研
究｣

(『

中
山
大
学
学
報

(

社
会
科
学
版)』

二
〇
〇
一
年

第
六
期)

。
賀
躍
夫

｢

晩
清
広
州
的
社
団
組
織
及
其
近
代
変
遷｣

(『

近
代
史
研
究』

一
九
九
八
年
第
二
期)

。

(

57)

刑
名
、
錢�
兩
席
、
有
分
解
、
有
監�
。
南
海
、
番
禺
兩
首
縣
、

案
牘
較
繁
、
分
捕
屬
、
司
屬
、
客
案
各
席

(『

清
稗
類
鈔』

幕
僚
類
、

粤
省
幕
友)

。

(

58)

同
治

『

番
禺
県
志』

巻
一
九
、
経
政
略
、
積
儲
。

(

59)

魏
雅
麗

｢

清
末
広
州
番
禺
学
宮
印
金
問
題
探
析

｢

番
禺
府

県
新
生
印
金
章
程
碑
記｣

考
略｣

(『

仏
山
科
学
技
術
学
院
学
報

(

社

会
科
学
版)』

三
一
巻
第
四
期
、
二
〇
一
三)

。

(

60)

光�
三
十
二
年
…
…
改
議
設
立
中
學
…
…
曰
監
督
定
制
、
由
倡

�
人
及
捐
款
人
用
投
票
式
公
擧
學
生
額
數
、
一
捕
四
司�
均��
…
…

學
租
一
千
兩
以
上
、
公
款
三
千
兩
、
一
捕
屬
四
司
屬
各
派
認
七
百
兩
、

共
三
千
五
百
兩
…
…

(

宣
統

『

番
禺
県
続
志』

巻
九
、
経
政
志
三
、

学
堂)

。
(

61)
広
東
省
文
史
研
究
館
・
中
山
大
学
歴
史
系
編

『

広
東
洪
兵
起
義



清
代
広
州
に
お
け
る
都
市
的
行
政
区
画
の
成
立

梁
敏
玲

第
九
十
七
巻

27

一
六
一

史
料』

上
冊

(

広
州
、
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二)

、
九
六
〜

九
九
、
一
〇
八
頁
。

(

62)
捕
屬
與
司
屬
語
音
大
畧
相
同
、
而
微
有
特
異
之
處

(�
慶
時

『

南
村
草
堂
筆
記』

〈
民
国
九

(

一
九
二
〇)

年
鉛
印
本
〉
巻
二)

。

(

63)

林
仁

｢
清
末
民
初
広
州
的
警
察
機
構｣

(

広
州
市
政
協
文
史
委

員
会
編

『

広
州
文
史
資
料』

第
一
一
輯
、
広
州
、
広
東
人
民
出
版
社
、

一
九
六
一)

。『

申
報』
一
九
〇
三
年
五
月
六
日
、｢

粤
興
巡
警｣

。

(

64)

將
來
改
外
官
制
、
特
該
兩
縣
照
章
應
設
警
務
長
、
亦
因
縣
界
警

區
未
能
劃
定
權
責
、�
致
混
淆
…
…�
就
南
番
縣
界
分
爲
東
西
兩
路
、

以
老
城
二
五
兩
局
改
竝
爲
東
路�
警
第
一
區
、
以
東
南
關
一
二
兩
局

改
竝
爲
東
路�
警
第
三
區
…
…

(

宣
統

『
番
禺
県
続
志』

巻
八
、
経

政
志
二
、
警
察)

。

(

65)

捕
屬
則
按
警
察
分
區�
列
、
各
司
屬
則
就�
訪�
及
詳
悉
分
注

(

宣
統

『

南
海
県
志』

巻
三
、
輿
地
略
二
、
都
堡)
。

(

66)

除
縣
城
外
劃
分
五
鎭
二
十
六�
。
計
開
。
縣
城
、
二
百
五
十
六

方
里
、
右
捕
屬
。
河
南
鎭
、
五
百
九
十
三
方
里
、
右�
塘
司
屬
…
…

(

宣
統

『

番
禺
県
続
志』

巻
九
、
経
政
志
三
、
自
治
会)

。
城
区
を
合

併
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
上
記
の
地
方
志
条
目
、
及
び

｢

広
東
地
方
自
治
籌�
処
第
二
次
報
告
書｣

(『

清
代
稿
鈔
本』

第
五

〇
冊
、
広
州
、
広
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八)

、
一
〇
九
〜
一
一

一
頁
を
参
照
。

(

67)

宣
統
二
年
調
査
全
邑
男
女
人
口
數
、
除
縣
城
外
、
劃
分
五
鎭
二

十
六�
。
縣
城
捕
屬
、�
一
萬
六
千
三
百
四
十
三
、
口
九
萬
八
千
三

百
四
十
。
河
南
鎭�
一
萬
八
千
三
百
零
九
、
口
九
萬
一
千
六
百
零
二
…
…

(

宣
統

『

番
禺
県
続
志』

巻
七
、
経
政
志
一
、
戸
口)

。

(

68)

前
掲
註

(

５)

佐
藤
仁
史
書
、
六
一
〜
七
一
頁
。

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院

人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程)
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一
六
二

【図
三
】

出
所
)
同
治
『南
海
県
志
』
巻
一
､
｢捕
屬
圖
｣

城
壁

城
壁

川

珠
江

西
関

番禺縣界
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一
六
三

【図
四
】

出
所
)
同
治
『番
禺
県
志
』
巻
二
､
｢捕
屬
圖
｣
(一
部
)

＊
地
図
内
の
小
格
子
は
市
街
､
文
字
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
主
に
官
庁
(図
三
)､
ま
た
は
官
庁
と
街
名
(図
四
)｡

岡

珠
江

城壁

南海縣界



東

洋

学

報

第
九
十
七
巻

30

一
六
四

表
族
譜

編
纂
年

県
記
載

『重
修
顔
氏
遷
粤

家
譜
』

1874年
南
海
巻
二
､
｢悔
齋
公
伝
｣

年
十
七
､
占
籍
南
海
､
補
博
士
弟
子
員
｡
(悔
齋
公
､
1660～

1722)
｢心
齋
公
傳
｣
顏
惇
恪
､
字
詒�

､
別
字
心
齋
､
捕
屬�

衣
坊
人
｡
少
孤
事
､
其
嫡
母
以
孝
謹
聞
｡
乾�

癸
卯
年
舉
貢
士
､
庚
戌
恩
科
成�
士
｡
(心
齋
公
､
1759～

1807)

『西
関
楊
氏
支
譜
』
不
明
(清

光
緒
年
間

の
可
能
高
)
番
禺
｢南
邑
六
世
｣

�
妣
謝
氏
､
番
禺
縣
捕
屬
謝
嶽
生
公
之
長
女
也
｡
…
…
生
於
乾�
二
十
六
年
乙
亥
六
月
廿
五
日
辰
時
､
終
於

嘉
慶
丁
巳
二
年
十
一
月
十
七
日
子
時
､
得
年
四
十
三�
｡

『晋
江
入
粤
周
家

族
譜
』

1884年
番
禺
巻
上
原
籍��

建
泉
州
府
晉
江
縣
新
門
街
崇
正
境
勝�
鋪
紫
垣
青
瑣
人
氏
､
今
籍
廣
州
府
番
禺
縣
捕
屬
｡

巻
下
｢周
君
翰
卿
墓
表
｣

先
世�
之
晉
江
人
､
高�
仁
侯
懋�
來
粤
､
占
籍
番
禺
｡
(高
祖
仁
侯
､
｢入
粤
第
二
世
｣､
1669～

1728)

『嶺
南�
氏
宗
譜
』

1910年
南
海
巻
三
九
､
分
房
譜
､
城
西
房

一
世�
諱
四
第
､
字
朝
元
…
…
順
治�
由�
慶
高
明
縣�
村��

居
羊
城
城
西
華�
里
､
注
南
海
縣
捕
屬

圖
甲��

民
籍
､
是
爲
始��

｡

『南
海
蘆
排
梁
氏

家
譜
』

1911年
南
海

巻
三
｢三
世
祖
玉
書
公
伝
｣

至
公
至
省
､
始
隸
南
海
籍
､
竝�
例
報
捐
兵
部
主
事
加�
部�
中
銜
｡
(玉
書
公
､
1698～

1746)
｢七
世
祖
東
屏
公
伝
｣

公
諱
大�
､
字
配
笙
､
號
東�
､
南
海
捕
屬
人
､
始��

考
裔
龍
公
七
世
孫
敏
堂
公
之
長
子
也
｡
(東
屏
公
､

1815～
1883)

『河
陽
世
系
龍
溪

潘
氏
族
譜
』

1920年
番
禺
巻
首

廣
東
省
廣
州
府
番
禺
縣
捕
屬
世
居�
塘
司
河
南
龍
溪�
曰
生�
栖
柵
能
敬
堂
潘
氏
族
譜

『浙
杭
遷
粤
高
陽

許
氏
家
譜
』

1947年
番
禺

｢編
輯
浙
杭
高
陽
許
氏
家
譜
序
｣

景
韶
公
於
清
乾�
嘉
慶
年�
游
幕
來
粤
､
長
子
又
川
公
､
次
子�
夫
公
､
三
子
醇
齋
公
先
後
入
粤
省�
､�

家
廣
東
省
垣
､
今
改
廣
州
特
別
市
｡
景
韶
是
爲�
粤
第
一
世�
也
､�
孫
以
應
試
､
故
占
籍
廣
州
府
番
禺
縣

捕
屬
｡
故
列
別
省
人
入
籍
番
禺�
､
不
分
隸
各
司
､
特�
歸
縣
捕
廳
隸
屬
､
故
曰
番
禺
捕
屬
｡

『伍
氏
入
粤
族
譜
』
1956年

南
海

｢明
朝
十
二
世
､
入
粤
二
世
｣
朝
鳳
､
字
燦
廷
､
號
輝
庵
｡
入�
卜
居
省
城
西
關
､
籍
隸
南
海
｡
(燦
廷
公
､

1613～
1693)

｢紫
垣
公
略
伝
｣
紫
垣
公
､
迺
仕
公
十
七
世
孫
､�
田�
安
海
明
義
派
入
粤
七
世
孫
､
南
海
捕
屬
人
｡
(紫
垣

公
､
1810～

1863)

＊
記
載
欄
の
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
説
明


